
本
年
は
、
大
正
十
一
年
十
月
一
日
に
借
地
借
家
調
停
法
が
施
行
さ
れ
、
我
が
国
に
調
停

制
度
が
創
設
さ
れ
て
か
ら
百
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
に
当
た
り
ま
す
。
発
足
か
ら
百
年

の
間
、
調
停
制
度
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
の
要
請
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
発
展
を

遂
げ
、
国
民
に
と
っ
て
身
近
で
利
用
し
や
す
い
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
調
停
協
会
連
合
会
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
創
立
さ
れ
て
以
来
、
調
停
制
度

の
普
及
と
調
停
委
員
の
資
質
の
向
上
に
大
き
く
寄
与
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
本
年
、
調
停

制
度
の
施
行
百
周
年
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
日
本
調
停
協
会
連
合
会
が
創
立
七
十
周
年
を

迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
誠
に
御
同
慶
に
堪
え
ま
せ
ん
。

話
合
い
に
よ
り
実
情
に
即
し
た
紛
争
解
決
を
図
る
と
い
う
調
停
制
度
は
、
我
が
国
の
国

民
性
や
法
意
識
に
か
な
う
も
の
と
い
え
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
調
停
制
度
が
広
く
国
民
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
制
度
の
本
質
を
活
か
し
、
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
良
い
調
停

の
運
営
と
調
停
制
度
の
発
展
の
た
め
献
身
的
な
努
力
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
調
停
委
員
及
び

関
係
者
の
皆
様
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
意
の
た
ま
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
皆
様
の
長
年
に

わ
た
る
御
努
力
と
御
献
身
に
対
し
、
心
か
ら
敬
意
と
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

国
民
の
価
値
観
の
多
様
化
及
び
法
的
意
識
の
高
ま
り
の
一
層
の
進
展
や
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
国
民
生
活
へ
の
浸
透
に
伴
い
、
調
停
に
よ
る
紛
争
解
決
に
対
す
る
利
用
者
の
意
識
も

変
化
し
て
い
ま
す
。
裁
判
所
と
し
て
も
、
変
わ
り
ゆ
く
社
会
の
要
請
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

を
的
確
に
捉
え
、
納
得
性
の
高
い
調
停
を
実
現
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
皆
様
と
と
も
に

力
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
の
で
、
今
後
と
も
、
一
層
の
御
理
解
と
御
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

調
停
制
度
の
更
な
る
発
展
と
日
本
調
停
協
会
連
合
会
の
益
々
の
御
隆
盛
を
祈
念
し
て
、

祝
辞
と
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
こ
こ
に
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
臨
席
を
仰
ぎ
、
調
停
制
度
施
行
百
周
年
及
び
日

本
調
停
協
会
連
合
会
創
立
七
十
周
年
の
記
念
式
典
が
挙
行
さ
れ
る
に
当
た
り
、
お
祝
い
の

言
葉
を
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
四
年
十
月
十
三
日

祝
辞

（
令
和
四
・
十
・
十
三
国
立
劇
場

調
停
制
度
施
行
百
周
年
・
日
調
連
創
立
七
十
周
年
記
念
式
典
）

最
高
裁
判
所
長
官
戸
倉
三

郎


